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▶資金不足額の見通し
R６ 決算 R９ 見込み R12 見込み R17 見込み

病床を維持する場合
6億6600万円

8億5300万円 13億5400万円 22億9200万円
診療所に移行する場合 7億  600万円 6億  900万円 6億1800万円

大館市病院事業経営強化プランを見直します
　大館市病院事業では、令和６年３月に「経営強化プラン」(令和６～９年度)を策定し、地域
特性を踏まえた持続可能な医療提供体制の確保に取り組んできました。しかし、市立病院
（総合病院と扇田病院）を取り巻く環境は急激に変化し、病院経営は非常に厳しい決算となっ
ています。そのため、将来にわたり地域に必要な医療を提供していくことができるよう、令
和８年度および９年度を対象に、経営強化プランの見直しを進めています。ここでは、令和
７年12月定例会で市議会にお示しした見直し案の概要をお伝えします。

問総合病院経営企画課☎42－5370

※資金不足額とは、年度末時点の流動資産の額から流動負債の額を差し引いた際に生じた不足（マイナス）の額
　病床を持たない診療所に移行する場合、資金不足は拡大しない見込みです。

１．扇田病院の現状
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医業収入・医業費用決算額の推移（億円）

医業収入 主に入院・外来診療による収入
医業費用 主に医療を提供するための人件費、医薬品

費や委託費

　扇田病院は、内科や外科を中心として地域の医療を支えてきましたが、入院患者数、外来患者数と
もに減少が続いていました。特に新型コロナウイルスの流行以後、患者の受療動向は大きく変わり、
病床の維持が困難な状況です。また、医業収入は患者数の減少により10年間で28％減った一方で、
医業費用は約13億円と同規模で推移し、財政的に厳
しい状況が継続しています。
　これまで、患者数の減少と費用の増加により、資金
不足額が年々拡大してきましたが、特に令和６年度以
降、物価高騰等による影響が大きく、収支の改善は極
めて困難な状況となっています。
　現在の病棟体制を今後も維持する場合は、病院事業
全体の医療機器更新や施設・設備改修等、計画的・安
定的な医療提供体制の整備に多大な影響が生じる恐れ
があります。
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１日当たりの外来患者数（人）
※ R７は12月までの平均



３．市立病院（総合病院と扇田病院）の今後の体制

市立病院を中心として地域全体で大館市民の生命と健康を守るために

２．扇田病院の機能見直しの理由
①大館・鹿角医療圏全体の慢性期入院患者数の減少
　人口減少に伴って医療圏全体における65歳以上の高齢者人口
　も減少局面に入っている中で、急性期・回復期だけでなく慢性
　期の入院患者数も減少傾向となっています。

②急激なコストの上昇
　扇田病院は診療単価の特に低い慢性期入院医療を担ってきました。診療報酬は公定価格（国が定め
　た価格）であり、医療機関が独自に決めることができない状況の中、物価や賃金の急激な上昇によ
　り、入院機能の維持がさらに困難になっています。

　地域救命救急センターとして年間約3,000件の救急搬送患者を受け入れることや、近隣市町村の
　妊産婦受け入れや小児患者受け入れの増加が見込まれることから、今後も圏域の基幹病院として
　の役割を担っていきます。地域のクリニックが減少するなかで、大学病院と連携しながら各診療
　科において高度な専門的医療を市民の皆さまへ提供していきます。

　入院患者減少と医療従事者確保の観点から、地域医療連携推進法人を構成する総合病院・大館記念
　病院・大湯リハビリ温泉病院との連携を強化し、地域全体で入院患者を受け入れていきます。外来、
　在宅医療、健診は機能を維持します。

③医療従事者の確保困難
　医師や看護師をはじめとする医療従事者の確保は厳しい見通しとなっており、限られた人材で医療
　機能を維持していかなくてはなりません。

【総合病院】これからも圏域の基幹病院としての役割を担います

【扇田病院】地域の医療拠点としての機能を維持します

現状の機能を基本的に維持します
※在宅医療、健診は医師の配置状況による。
　健診は将来的に総合病院への集約等を検討

０床とします
入院が必要な患者は、状態に応じて連携
する医療機関などで受け入れます
（総合病院、大館記念病院、大湯リハビリ温泉病院）

令和９年４月１日から現　在

入　　院：40床（慢性期、回復期）

外　　来：総合診療科など
在宅医療：訪問診療、訪問看護
健　　診：健診、ドック

　全国的に、患者数の減少や医療従事者の確保困難のほか経営上の理由などから、医療機関の縮小な
どが進んでいます。
　今回の大館市病院事業経営強化プランの改定は、救急医療、周産期医療、小児医療、精神科医療を
はじめとする大館・鹿角医療圏内外の政策医療と専門的医療を総合病院が将来にわたり担い続けると
ともに、扇田病院が提供してきた慢性期入院医療については他の医療機関の協力を得ることで、地域
全体で市民や圏域住民が求める医療を提供していくためのものです。
　今後も医療を取り巻く環境は厳しい状況が続くと見込まれますが、連携病院のご協力をいただきなが
ら、地域の関係機関が一体となり市民の皆さまの生命と健康を守るために最善を尽くしてまいります。



　特別会計は、国民健康保険や介
護保険など、特定の事業を行うた
めに、一般会計と区別して設けら
れています。

　一般会計では貯金に当たる「基
金」も管理しています。令和６年
度末の基金残高は63億２千万円
でした。
■財政調整基金　10億２千万円
　災害復旧費や除排雪経費の増加
　に備えて積み立てる。
■減債基金　８億１千万円
　地方債の返済を計画的に行うた
　めに積み立てる。
■特定目的基金　44億９千万円
　公共施設の建て替えや改修など、
　特定の目的のために積み立てる。

基金残高の内訳（令和６年度末）基金残高の内訳（令和６年度末）

　一般会計は、市の会計の中心と
なるもので、福祉・教育・農林業・
消防・道路整備など、市民の皆さ
んの生活に欠かせない基本的な
経費を扱います。
　歳入は市に入ったお金、歳出は
市が使ったお金です。一般会計の
歳出額は、市民一人当たり65万
7,424円でした。
◆主な事業
・消防署北分署庁舎建設事業
・高館テニスコート砂入り人工芝等
　改修工事

一一般般会計計計一般会計

特特別別会計計計特別会計

問財政課☎43－7030
　令和６年度の市の財政
状況をお知らせします。

◆民生費：高齢者や障害のあるかた、
　児童の福祉にかかる費用 
◆総務費：全般的な管理事務、財政・
　会計管理事務にかかる費用
◆衛生費：住民の健康増進やごみ処理
　などの環境保全にかかる費用
◆教育費：小・中学校、公民館などの
　運営や維持にかかる費用
◆公債費：特定の事業を行うために国
　や銀行から借りた市債の返済金
◆土木費：道路建設、除雪、公園管理
　などの費用
◆消防費：消防・救急活動や災害対策
　にかかる費用
◆農林水産業費：農林水産業の振興や
　農・林道の整備費用
◆諸支出金：公営企業への助成など

◆市税：市民税(個人・法人)、固定資
　産税など 
◆諸収入：延滞金、預金利子など 
◆分担金等：公的施設の運営資金とし
　て、利用者に納めていただくもの
◆地方交付税：国が徴収した所得税な
　どから各市町村の財源不足額などに
　応じて配分されるもの
◆国庫支出金：国から特定の事業に対
　して交付されるもの 
◆県支出金：県から特定の事業に対し
　て交付されるもの
◆地方譲与税ほか：国税として徴収さ
　れ、各市町村に譲与されるもの
◆市債：特定の事業を行うために国や
　銀行から借りたもの 

歳出 426億２千万円歳出 426億２千万円 歳入 442億３千万円歳入 442億３千万円

歳出 193億円歳出 193億円 歳入 197億７千万円歳入 197億７千万円

民生費     138億１千万円 32.4％

総務費       65億９千万円 15.5％

衛生費       53億１千万円 12.4％

教育費       35億９千万円   8.4％

公債費       31億２千万円   7.3％

土木費       38億２千万円   9.0％

消防費       17億４千万円   4.1％
農林水産業費 11億１千万円　2.6％
諸支出金     ８億９千万円   2.1％

その他       26億４千万円   6.2％

市税          79億８千万円 18.0％

諸収入       11億２千万円   2.5％
分担金等     ４億５千万円   1.0％

その他       57億７千万円 13.1％

地方交付税
           137億円５千万円 31.1％

国庫支出金 62億４千万円 14.1％

県支出金    24億９千万円   5.6％

地方譲与税ほか
                28億５千万円   6.5％

市債          35億８千万円   8.1％

自
主
財
源
34.6
％

依
存
財
源
65.4
％ 

介護保険 106億２千万円 55.0％ 介護保険 109億円 55.1％

国民健康保険 68億２千万円 34.5％国民健康保険 66億５千万円 34.5％

後期高齢者医療
11億２千万円　5.8％
そのほかの項目
９億１千万円　4.7％

後期高齢者医療
11億２千万円　5.7％
そのほかの項目
９億３千万円　4.7％

市の財政市の財政



企業会計
　企業会計は、地方公営企業法を
適用し、独立採算制で行う会計で
す。

病病院事事業業病院事業

水水道事事業業水道事業

　病床稼働率の上昇と地域包括ケ
ア病棟の効率的な運用などにより、
医業収益は前年度比で増加したも
のの、物価高騰などにより諸経費
が増加したため事業全体では12億
5,743万円の赤字となりました。
◆主な事業
・心臓リハビリテーションシステ
　ム整備
・核医学診断用装置更新
・中央監視設備更新

　水道料金収入などの減少や借入
金利息などの費用が増加したため、
事業収益は減少したものの、事業
全体では１億786万円の黒字とな
りました。
　この純利益（利益剰余金）は、借
入金の返済に充てるため積み立て
ました。
◆主な事業
・老朽管の更新、配水管耐震化
・山館浄水場送水ポンプほか更新
・真中地区水道施設整備

※資本的収支の不足額を会計処理上補う財源の一つで、減価償却など現金支出を
　伴わない経費を蓄積した資金のこと

■支出　13億6,933万円

水道設備の整備費用など
９億5,107万円

借入金などの返済
４億1,826万円

不足額は損益勘定留保資金などで補いました

純利益は借入金返済のために積み立てました

■収入　４億920万円

不足額
９億6,013万円

借入金 １億7,310万円

一般会計
繰入金など
２億3,610万円

資本的収支　施設の整備による収入と支出

減価償却費
６億2,180万円

水を供給するための費用
５億6,913万円

純利益 １億786万円

■支出　12億9,647万円

■支出　16億5,327万円

借入金の利息など 1億554万円

水道料金
12億392万円

長期前受金戻入 １億4,186万円

一般会計繰入金など 5,855万円■収入　14億433万円
収益的収支　事業の運営による収入と支出

医療機器の
整備費など
９億1,209万円

借入金の返済
７億4,118万円

不足額は損益勘定留保資金※などで補いました

■収入　12億6,323万円

不足額
３億

9,004万円

借入金
４億9920万円

一般会計繰入金
４億1,647万円

国・県補助金など
３億4,756万円

資本的収支　施設の整備による収入と支出

収益的収支　事業の運営による収入と支出

給与費
71億4,047万円

委託料など
36億9,907万円

■支出　138億5,574万円

薬代など 30億1,620万円

■収入　125億9,831万円

入院収益
61億3,897万円

外来収益
43億684万円

純損失 12億5,743万円

一般会計繰入金など 21億5,250万円



工業用水道事業

下下水道道事事業業下水道事業

　施設維持管理費用が増加したも
のの、事業所からの水道料金収入
の増加により、工業用水道事業全
体では、608万円の黒字となりま
した。
　なお、給水先は29事業所で、主
に医療用機械器具製造業および医
薬品製造業における使用水量の増
加により、給水量は前年度と比べ
て20.64％増加しました。

　公共下水道を整備するために毎
年発生する費用は、下水道の使用
料収入だけでは賄うことができま
せん。このため、下水道事業全体
では２億5,951万円の赤字となり
ました。
◆主な事業
・釈迦内字稲荷山下・台野道下・
　池内・東台三丁目・山王台の下
　水道整備

流域下水道建設負担金 7,552万円

下水道設備の整備費用など
16億6,016万円

借入金の返済
12億7,524万円

不足額は損益勘定留保資金などで補いました

■支出　30億1,092万円

■収入　25億9,726万円

■支出　15億3,307万円

受益者負担金など
8,601万円

借入金
15億2,880万円

国・県補助金
６億7,748万円

一般会計繰入金 3億497万円

不足額
４億

1,366万円

資本的収支　施設の整備による収入と支出

下水道を維持管理する費用など １億5,350万円

減価償却費
８億7,131万円

流域下水道
負担金

３億6,962万円

借入金の利息 １億3,864万円

■収入　12億7,356万円

下水道料金
５億5,807万円

一般会計繰入金
３億8,855万円

長期前受金戻入など ３億2,674万円

純損失 ２億5,951万円
収益的収支　事業の運営による収入と支出

借入金の返済
6,636万円

水道設備の整備費用など 1,639万円

■支出　8,275万円

不足額
8,275万円 不足額は損益勘定留保資金などで補いました

■収入　0円
資本的収支　施設の整備による収入と支出

収益的収支　事業の運営による収入と支出

水道料金
5,670万円

一般会計繰入金
2,251万円

長期前受金戻入など 337万円■収入　8,258万円

■支出　7,650万円

減価償却費
4,548万円

借入金の利息など 706万円

水を供給するための費用 2,396万円 純利益 608万円
純利益は借入金返済のために積み立てました



12.28% 20% 

17.28% 30% 

25% 35% 

350% 

20% 

　「地方公共団体の財政の健全化
に関する法律」における健全化判
断比率と公営企業の資金不足比
率から、市の財政運営の状況を確
認できます。
　令和６年度は、いずれの指標も
基準を下回っています。
　今後も引き続き、健全な財政運
営に努めます。

６年度の
財政運営
６年度の
財政運営

令和令和

■健全化判断比率
　早期健全化基準以上の場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上の場合は財政再生計画を
策定して、財政健全化に取り組む必要があります。

■公営企業会計ごとの資金不足比率
　公営企業の赤字額を、営業利益に対して比較したときの割合で、経営状況の悪化の度合いを
表します。経営健全化基準以上の場合は経営健全化計画を策定して、経営健全化に取り組む必
要があります。

指標名 大館市
財政健全化法

早期健全化基準 財政再生基準

会計名 大館市
財政健全化法
経営健全化基準

実質赤字額
なし

連結実質
赤字額なし

9.4% 

86.5% 

病院事業会計
水道事業会計
工業用水道事業会計
下水道事業会計
戸別浄化槽整備事業特別会計
公設総合地方卸売市場特別会計
農業集落排水事業特別会計

15.3% 

資金不足なし

■市の財政状況イメージ
財 政 状 況健 全 悪 化

☆☆は大館市の数値、◇◇は病院事業会計の
数値

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率
15.3% 20% 経営健全化基準

350%  86.5% 

25%9.4% 35%

17.28%0% 30%

0% 12.28% 20% 
財政再生基準早期健全化基準

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

福祉や教育などを行う一般会計などで、毎年の
赤字額を確認するための指標

全会計（一般会計、特別会計、企業会計）で、毎
年の赤字額を確認するための指標

全会計と一部事務組合の借金返済額を確認する
ための指標

全会計、一部事務組合、第三セクターを合わせ
て、市が将来負担する債務などの大きさを確認
するための指標



　全国の地方自治体が「統一的な
基準」で作成する財務書類４表か
ら、市が保有する資産や負債、行
政運営にかかるコストなどを確
認できます。
　市には、一般会計で行う事業の
ほかに、特別会計や企業会計で行
うさまざまな事業があります。こ
の中から、広報おおだてでは「一
般会計等」と呼ばれる特定の目的
や収入がある会計を除いた財務書
類を公表します。

４表
財務書類
４表

①貸借対照表（ＢＳ）
　市が保有している資産と、その資産をどのような財源（負債・純資産）で形成してきたのかを
一覧にして、財政状況を表すものです。表の左右が釣り合うように作成するため、「バランスシー
ト」ともいいます。

　資産のうち純資産が占める割合で、資産全体に対して現世
代が負担してきた割合を表します。50％以上で、財政状態は
健全だといわれています。
　割合が大きいほど現役世代の負担も大きいと考えられます
が、将来世代の負担を減らすため財政運営の健全化を図って
いるともいえます。

■純資産比率（純資産÷資産合計） 69.0％

■市民一人当たりの資産・負債・純資産
令和７年３月31日時点の人口　64,824人
資産　204万円
財産を保有するためにかか
ったお金や手元現金残高

負債　63万円
将来にわたり支払い義
務があるもの

純資産　141万円
返済の必要がないもの

金額負債の部（B）

地方債や引き渡しを受けた物件など、将
来世代が負担する金額を表します。

資産を形成するために現在までの世代が
負担した金額や、国・県から受けた補助
金を表します。

固定負債

流動負債

負債合計

純資産の部（A－B）

365億円

275億円

21億円

69億円

45億円

32億円

13億円

410億円

913億円

1,323億円

地方債

長期未払金

退職手当引当金

１年内償還予定地方債

賞与引当金など

負債・純資産合計

金額負債の部（B）

地方債や引き渡しを受けた物件など、将
来世代が負担する金額を表します。

資産を形成するために現在までの世代が
負担した金額や、国・県から受けた補助
金を表します。

固定負債

流動負債

負債合計

純資産の部（A－B）

365億円

275億円

21億円

69億円

45億円

32億円

13億円

410億円

913億円

1,323億円

地方債

長期未払金

退職手当引当金

１年内償還予定地方債

賞与引当金など

負債・純資産合計

金額資産の部（A）

学校や道路などの公共施設や預金など、市が
所有する資産の内容と金額です。行政サービ
スを行うために保有している財産を表します。

固定資産

流動資産

1,269億円

1,153億円

497億円

643億円

13億円

１億円

115億円

54億円

21億円

25億円

７億円

１億円

1,323億円資産合計

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

現金・預金

基金

未収金

短期貸付金

事業用資産

インフラ資産

物品

金額資産の部（A）

学校や道路などの公共施設や預金など、市が
所有する資産の内容と金額です。行政サービ
スを行うために保有している財産を表します。

固定資産

流動資産

1,269億円

1,153億円

497億円

643億円

13億円

１億円

115億円

54億円

21億円

25億円

７億円

１億円

1,323億円資産合計

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

現金・預金

基金

未収金

短期貸付金

事業用資産

インフラ資産

物品



②行政コスト計算書（ＰＬ）

③純資産変動計算書（ＮＷＭ）

④資金収支計算書（ＣＦ）

純経常行政コスト（A）

臨時損失（B）
（災害復旧や資産の除売却損など（（ ）

純行政コスト（A）+（B）－（C）

臨時利益（C）
（資産の売却益など）

354億円
365億円
74億円

136億円

152億円

3億円

11億円

21億円

1億円

374億円

経常費用

経常収益

職員の給与、手当など
物品購入、光熱水費、
修繕費、減価償却費など
社会保障給付・各種
団体への補助金

市民の皆さんが直接負担する利用料や
手数料など

その他のコスト
（地方債の利子など）

純経常行政コスト（A）

臨時損失（B）
（災害復旧や資産の除売却損など）

純行政コスト（A）+（B）－（C）

臨時利益（C）
（資産の売却益など）

354億円
365億円
74億円

136億円

152億円

3億円

11億円

21億円

1億円

374億円

経常費用

経常収益

職員の給与、手当など
物品購入、光熱水費、
修繕費、減価償却費など
社会保障給付・各種
団体への補助金

市民の皆さんが直接負担する利用料や
手数料など

その他のコスト
（地方債の利子など）

前年度末純資産残高（A）
６年度純資産変動額（B）

944億円
▲31億円
▲374億円
342億円
257億円
85億円
1億円
0億円

913億円

財源
純行政コスト

税収など
国・県からの補助金など

無償所管換えなど
その他

６年度末純資産残高（A）+（B）

前年度末純資産残高（A）
６年度純資産変動額（B）

944億円
▲31億円
▲374億円
342億円
257億円
85億円
1億円
0億円

913億円

財源
純行政コスト

税収など
国・県からの補助金など

無償所管換えなど
その他

６年度末純資産残高（A）+（B）

　行政にかかった費用（コスト）のうち、資産形
成につながらない行政サービスを行うためにか
かった費用と、サービスの受益者から徴収した
利用料などの収入を表すものです。
　経常的な行政サービスにかかった費用が、ど
の程度受益者負担で補われているかが分かりま
す。

　経常費用を昨年と比較すると、社会保障給
付や各種団体への補助金が６億円の減となり
ました。これは国の政策による、物価高騰対
策支援事業が相対的に減少したことによるも
のです。
　また、給与改定や会計年度任用職員の勤勉
手当支給開始により人件費が６億円の増とな
りました。
　臨時費用として、頻発する大雨被害の復旧
費が昨年より１億円増となっています。

　貸借対照表の純資産（これまでの世代が負担
したもので、将来的に返済義務のない資産）が、
１年間にどのような財源や要因で増減したかを
表します。

　１年間の現金収支の状況を性質別に整理し、
どのような活動に資金を必要としているかを表す
ものです。お金の流れを表すため、キャッシュフ
ロー計算書ともいいます。

　純行政コストに対し、財源となる税収が前
年と比べ７億円増となりましたが、国・県か
らの補助金が減少したことや供用を廃止した
資産の解体などを進めたことにより、所管替
えなどによる資産の増加を加えても純資産残
高が31億円減の913億円となりました。

　老朽化した橋や道路の補修などのインフラ
整備、新斎場や消防署北分署建設、比内総合
支所の改修などを進めたことにより、投資活
動収支が前年より９億円の増となりました。
全体的な資金収支としては３億円のマイナス
となり、現金預金残高が21億円となってい
ます。

国・県からの補助金などの収入や
施設や道路を建設するための支出など

▲41億円投資活動収支

地方債の借り入れによる収入や
償還のための支出など

4億円財務活動収支

地方税などの収入や
人件費・社会保障給付などの支出など

６年度資金収支額（B）

６年度歳計外現金増減額（C）

▲3億円
34億円

5億円

業務活動収支

19億円前年度末資金残高（A）

６年度末現金預金残高
（A）+（B）+（C） 21億円

国・県からの補助金などの収入や
施設や道路を建設するための支出など

▲41億円投資活動収支

地方債の借り入れによる収入や
償還のための支出など

4億円財務活動収支

地方税などの収入や
人件費・社会保障給付などの支出など

６年度資金収支額（B）

６年度歳計外現金増減額（C）

▲3億円
34億円

5億円

業務活動収支

19億円前年度末資金残高（A）

６年度末現金預金残高
（A）+（B）+（C） 21億円



2．特定親族特別控除の創設
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超 95 万円以下 45万円
95万円超 100 万円以下 41万円
100万円超 105 万円以下 31万円
105万円超 110 万円以下 21万円
110万円超 115 万円以下 11万円
115万円超 120 万円以下 6万円
120万円超 123 万円以下 3万円

１．給与所得控除の最低保障額を65万円に引き上げ

給与の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前

162万5,000円以下

65万円

55万円
162万5,000円超
180万円以下

その収入金額
×40％－10万円

180万円超
190万円以下

その収入金額
×30％＋ 8 万円

４．その他（4-2）
認定住宅等の新築等をして令和７年中に
居住した場合の借入限度額
住宅の区分 ①② ①②以外

認定長期優良住宅・
認定低炭素住宅

5,000
万円

4,500
万円

ZEH水準省エネ住宅 4,500
万円

3,500
万円

省エネ基準適合住宅 4,000
万円

3,000
万円

　所得割の納税義務者が生計を一にする19歳以上23歳未
満の親族等（配偶者および青色事業専従者等を除いた、前年
の合計所得金額が123万円以下のかた）で控除対象扶養親族
に該当しないものを有する場合、その納税義務者の前年の総
所得金額等から次の額を控除する。

２．特定親族特別控除の創設
１．給与所得控除の最低保障額を65万円に引き上げ

３．扶養親族等に係る所得要件の引き上げ
3-1 同一生計配偶者および扶養親族の前年の合計所得金額の要件を58
　　万円以下にする。
3-2 ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件
　　を58万円以下にする。
3-3 勤労学生の前年の合計所得金額の要件を85万円以下にする。
3-4 雑損控除を適用できる親族の総所得金額等の要件を58万円以下にする。
４．その他
4-1 家内労働者の特例における必要経費の最低保証額を65万円以下に
　　引き上げる。
4-2 令和６年中に引き続き、令和７年中も①19歳未満の扶養親族を有
　　する、②夫婦のいずれかが40歳未満のいずれかに該当するかたは、
　　認定住宅等の新築等をして居住した場合の借入限度額を上乗せする。
4-3 新築住宅の床面積要件を50㎡以上から40㎡以上に緩和する措置
　　（合計所得金額1,000万円以下の年分に限る）について、建築確認
　　の期限を令和７年12月31日に延長する。

問税務課市民税第一係、市民税第二係☎43－7033

■令和８年度の主な改正点

■あなたは市・県民税の申告が必要ですか？

市・県民税の申告相談

いいえ

はい

はい

はい

収入は給与や公的年金のみで、営業、農業、不動産等
その他の収入はない

次のいずれかに該当する
●令和７年１月から12月までの間、収入がない
●令和７年１月から12月までの収入が、非課税所得
　（遺族年金、障害年金、雇用保険等）のみである

税務署へ所得税の確定申告書を提出する

令和８年１月１日時点で、大館市に住んでいた

市・県民税の申告が必要です
※市・県民税の電子申告が始まりました。
　詳しくはこちらからご確認ください▶
※所得税の確定申告が必要な場合があり
　ます。

収入は公的年金
のみである

医療費控除など
の所得控除を申
告する

すべての給与支払報告書
や公的年金等支払報告書
が、支払者から大館市へ
提出されている
※支払報告書の提出の有
　無は、支払者にご確認
　ください。

市・県民税の申告は不要です
※所得税の確定申告が必要な場合があります。

次のいずれかに該当する
●昭和36年１月１日以前生まれで､年金収入の合計額
　が148万円以下
●昭和36年１月２日以降の生まれで、年金収入の合
　計額が98万円以下

市・県民税の申告が必要です
※申告書裏面｢収入のなかったかたや非課
　税所得のみのかたへ｣に記入し申告して
　ください。
※市・県民税の電子申告が始まりました。
　詳しくはこちらからご確認ください▶

大館市への申告は不要です
※令和８年１月１日時点でお住まいの市町村にご確認
　ください。

市・県民税の申告は不要です

大館市に住んでいる親族が、あなたを配偶者控除や扶
養控除の対象として申告している

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえはい

はい
はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ



令和８年度分　市・県民税申告相談日程表

申
告
に
あ
た
っ
て

◆マイナンバーが必要です
　申告書には、申告者本人・控除対象配偶者・扶養親族・事業専従者などのマイナンバーを記載してください。また、
申告会場にお越しの際は、申告者本人のマイナンバーカード、またはマイナンバーが分かるもの（通知カードなど）と
本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）をお持ちください。
◆譲渡所得があるかたは
　収用による譲渡があったかたは、所得額が特別控除額以下で所得税が課税されない場合でも、国民健康保険税の
減額判定資料などになりますので、忘れずに申告してください。
◆医療費控除を申告するかたは
　医療を受けたかた・支払い先ごとに１年分を集計し「医療費控除の明細書」を作成してください。ただし健康保険
組合等が発行する医療費通知（医療費のお知らせなど）を添付することで、医療費の明細欄の記入を省略できます。

相談期間 ２月３日（火）～３月16日（月） ※期間中は市役所での申告相談はできません
開場 ８時30分　申告開始 ９時　受付時間 ８時30分～15時 ※中央公民館は15時30分まで

日にち 相談受付地区（行政区） ※町内名とは一致しません 会場

２

月

３日（火）粕田､中羽立､清水川､岩本､橋桁､白沢､寺ノ沢､松原､長走､陣場､日景温泉､矢立育成園 矢立公民館

４ 花岡公民館

５

日（水）

日（木）小釈迦内､向羽立､大通､中通､上通､松峰､松木､沼館
釈迦内公民館６日（金）板子石､日景町､山神台､商人留､上袋町､卸町､高館下､釈迦内中台､釈迦内雇用促進住宅

９日（月）獅子ケ森､長面､長面袋､日鉱獅子ケ森､二ツ森､県市公営住宅

10日（火）

田代公民館12日（木）

13日（金）比立内､大巻､長坂､長坂坂地､坂地､本郷１～３､みのり台､柏木､保滝沢

16日（月）

17日（火）餅田､山田渡､赤石沢､立花､川口､鳴滝､大道下､横岩､餅田団地､西大館町､隼人町 下川沿公民館
18日（水）櫃崎､高戸谷､赤石､板沢､小袴､大披､出川､下川原､比内前田､杉沢､大子内

二井田公民館
19日（木）下村､町､館､小坪川原､高村､四羽出､本宮､中台
20日（金）大滝､平内､下町､中町､上町､上新町､別所､沢尻､葛原､猿間､浦山､つくし苑､ケアハウスほうおう 十二所公民館
24日（火）比内丁､馬喰町､大町､釣田､達子､大葛温泉､大谷､大葛､森越､長部､大渡夏焼､森合

比内総合支所

25日（水）中町､新町､市川､独鈷､向田､笹館､小新田
26日（木）曙町､南町､沢､日詰､炭谷､水曲､沼田､大原木､谷地中､羽立､大巻､弥助
27日（金）八幡町､笹渕､横町､中野､長内沢､五日市､田尻､片貝､二ツ森､寺崎

３

月

2 日（月）

3 日（火）

4 日（水）

中央公民館

5 日（木）宮袋､大茂内､小茂内､芦田子､塞の神､小雪沢､天下町､鳳町
6 日（金）柄沢､東台､長根山､南ヶ丘､雇用促進住宅､たつみ町､緑ヶ丘､南たつみ町､池内

9 日（月）

10日（火）

11日（水）

12日（木）

13日（金）★上記の日程で申告できなかったかた（全地域）
16日（月）★上記の日程で申告できなかったかた（全地域）

御成町一丁目～五丁目､東成町､中道､有浦一丁目～六丁目（観音堂・大田面を含む）､御成町市
営住宅､東有浦町､中道１区､水門町､舟場､美園町

清水町､住吉町､清水町住宅､清水南町､根下戸､萩野台､片山､天神町､片山市営住宅､片山町三
丁目､天神緑町､根下戸新町､城西町､豊町

桜町､相染町､向町､一心町､谷地町､南町､田代町､新町､中町､馬喰町､市営住宅（新町･中町･向
町）､旭ヶ丘､泉町､曙町､愛宕町､川原町､栄町､御坂､神明町､南神明町､中神明町､北神明町､小
館町

桂城､金坂､赤館､部垂町､長倉町､古川町､大下町､鉄砲場､通町､独鈷町（市営水門前住宅を含
む）､田町､末広町､弁天町､大正町､新富町､大町､寺町､常盤木町､昭和町､東新､新地､東町､仲
見世､餌釣､小館花

上代野､下代野､東二ツ屋､大明神､新沢､赤沢､黒沢､茂内屋敷､水沢､篭谷､石渕､二ツ屋､蕷ヶ
岱､水交苑

東雲町､伊勢町､新丁､裏通町､扇ノ丁､二タ又間戸石､竹原､味噌内中､味噌内下､宿内､前田野､
中山､沢山､羽立､金谷

下川端､上川端､朝日町､新館､駒橋､野開､八木橋､畑沢､板戸､水沢､白沢､小坪沢､軽井沢､曲
田､道目木､成章園､軽井沢福祉園､道目木更生園

赤坂下､中仕田､岩野目､大岱､李岱､深沢､大渕､大野､高岨､深岱､中谷地､新明岱､館町､上名､
向館､赤坂､大野岱､美杉､南町､若杉

平滝､大柳､街道脇､玉石､伊勢堂下､下岩瀬､杉子沢､赤沼､蛭沢､田茂の木､越山､羽立､長谷地､
大石渡､桜岱、前田、川反、外川原、出口１～６、桜花

上軽石野岱､羽貫谷地､上岩瀬､代野､赤川､茂屋､田の沢､谷地の平東､谷地の平緑､谷地の平
西､中島､長慶荘

本郷上､本郷下､繋沢､土目内､二井山､鳥内､十三森､大森､神山､姥沢､桜町､泉田､猫鼻､大森
団地､花岡団地､神山社宅､西前田､長森団地､白根山団地､神山荘



なにが変わるの？

７月まで受け付けしないの？

補助メニュー一覧

メニュー名 要　件 補助率
子育て世帯 18歳以下の子どもと同居していること 10％（上限20万円）
三世代同居 18歳以下の子どもと親と祖父母等が同居していること 10％（上限30万円）
空き家

（市内在住）
空き家（大館市空き家バンク登録住宅）を購入後、翌々年度までにその住宅をリフォーム
し、市内転居（居住）すること 10％（上限30万円）

空き家
（転　入）

空き家（大館市空き家バンク登録住宅）を購入後、翌々年度までにその住宅をリフォーム
し、転入（居住）すること 20％（上限50万円）

移住者支援 持ち家住宅や実家（親または子が所有）もしくは購入した中古住宅（大館市空き家バンク
登録住宅以外）をリフォームし、その住宅に転入（居住）すること 15％（上限40万円）

被災者支援 大規模災害により、地域防災計画に基づく災害対策本部または災害警戒対策部が設置さ
れ、り災証明書が発行された住宅の災害復旧工事を行い、復旧後に居住すること 10％（上限10万円）

継続メニュー　※下記の要件・補助率の変更はありません

省エネ改修Ａ 省エネ改修B 高齢者等支援

NEW 新規メニュー

要　件
高齢者のみの世帯
（世帯全員が65歳以上）

障害者等のいる世帯
（身体障害者手帳等の交付を受け、一定
 条件を満たすかたがいる世帯）

補助率
10％（上限20万円）

要　件
国の省エネ基準に適合する工事
省エネ効果が期待できる工事
補助率
15％（上限30万円）

要　件
国の誘導基準に適合する工事
補助率
30％（上限70万円）

令和８年７月１日から
住宅リフォーム支援事業が
変わります。問 建築住宅課建築指導係☎43－7083

※申請方法など詳し
　くは、今後ホーム
　ページなどでお知
　らせします。

（今後内容が変更となる場合があります）

４月から６月までは現行の基準・要件で受け付けます　※受付する戸数に制限があります。

地球温暖化、空き家などの問題に対応するため、省エネ・高齢者等の支援に特化した補助メニ
ューに変更します。

補助メニューが変わります

住宅と同一敷地内にあっても別棟の小屋や車庫は補助対象になりません。なお、外構工事につ
いても引き続き補助対象外です。

補助対象の建物が変わります

これまでは市内に本社がある下請け業者のみ対象でしたが、市内に営業所や支店などがある場
合も、補助対象になります。※元請業者は、本社が市内になければ対象となりません。

下請業者の要件が緩和されます
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イ
ベ
ン
ト

農
家
民
宿
や

体
験
受
け
入
れ
の
お
話
会

　
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
農
山
村

滞
在
旅
行
に
つ
い
て
、
大
館
に
お

け
る
農
家
民
宿
や
他
県
か
ら
の
修

学
旅
行
の
体
験
受
け
入
れ
状
況
や

取
り
組
み
を
お
話
し
し
ま
す
。

■
と
き
／
２
月
４
日（
水
）13
時
30

分
■
と
こ
ろ
／
比
内
公
民
館

問
大
館
市
ま
る
ご
と
体
験
推
進
協

議
会（
大
館
市
観
光
課
内
）☎
43
―

７
０
７
２

上
川
沿
春
を
よ
ぶ
音
楽
祭

　
春
の
気
配
を
一
足
早
く
感
じ
て

み
ま
せ
ん
か
。
出
演
は
、
テ
ダ

オ
ー
レ
、
シ
ル
バ
ー
ボ
ー
イ
ズ
、

大
館
ハ
チ
公
バ
ン
ド
、
大
館
コ
ー

ロ
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
、
民
謡
み
や
び

会
、
大
館
吹
奏
楽
団
、
メ
ビ
ヨ

ン
、
レ
ア
レ
ア
、
大
館
ウ
イ
ン
ド

ア
ン
サ
ン
ブ
ル
の
９
サ
ー
ク
ル
で

す
。
心
温
ま
る
メ
ロ
デ
ィ
と
ハ
ー

モ
ニ
ー
が
会
場
に
流
れ
ま
す
。

■
と
き
／
２
月
22
日（
日
）12
時
開

演
■
と
こ
ろ
／
上
川
沿
公
民
館

問
上
川
沿
公
民
館
☎
42
―
０
８
３

６と
も
す
け
共
済
出
張
受
付

　

令
和
８
年
度
の｢

交
通
災
害
共

済｣

と｢

不
慮
の
災
害
共
済｣

（
愛

称
：
と
も
す
け
共
済
）の
加
入
受

付
が
２
月
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

買
い
物
の
つ
い
で
に
、
加
入
や
請

求
の
手
続
き
を
し
ま
せ
ん
か
？

　
な
お
、
４
月
に
小
学
１
年
生
に

な
る
お
子
さ
ん
は
、
初
年
度
に
限

り
交
通
災
害
共
済
に
無
料
で
加
入

と
な
り
ま
す（
不
慮
の
災
害
共
済

は
除
く
）。
個
別
申
請
は
不
要
で
す
。

■
と
き
／
２
月
21
日（
土
）10
時
～

15
時
■
と
こ
ろ
／
い
と
く
大
館

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
■
年
間

の
掛
金
／
交
通
災
害
共
済
３
０
０

円
、
不
慮
の
災
害
共
済
７
０
０
円

※
加
入
は
一
人
一
口

問
市
民
課
生
活
相
談
係
☎
43
―
７

０
４
４

秋
田
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
と

も
す
け
共
済
担
当
☎
０
１
８
―
８

８
８
―
０
２
２
０

北
海
道
ジ
ュ
ニ
ア
テ
ニ
ス

振
興
会
に
学
ぶ
！

テ
ニ
ス
教
室（
硬
式
）

■
と
き
／
３
月
２
日（
月
）18
時
■

と
こ
ろ
／
ニ
プ
ロ
ハ
チ
公
ド
ー

ム
■
持
ち
物
／
タ
オ
ル
、
飲
み

物
、
お
持
ち
の
か
た
は
硬
式
用
テ

ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
※
運
動
で
き
る
服

装
、
靴
で
お
越
し
く
だ
さ
い
■
講

師
／
北
海
道
ジ
ュ
ニ
ア
テ
ニ
ス
振

興
会
理
事（
普
及
・
育
成
担
当
）　

工
津
忠
靖
氏（
Ｕ
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｍ

Ａ
Ｃ
Ｕ
Ｐ
実
行
委
員
会
委
員
、
北

海
高
校
女
子
テ
ニ
ス
部
監
督
）■

対
象
／
市
内
の
小
学
３
年
生
以
上

※
小
・
中
学
生
は
保
護
者
の
引
率

が
必
要
で
す
■
定
員
／
30
人（
先

着
）■
申
込
／
名
前
、
性
別
、
年

齢
、
電
話
番
号
、
テ
ニ
ス
歴（
硬

式
）、
硬
式
用
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト

の
持
参
の
有
無
、
当
日
の
写
真
撮

影
可
否
を
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー

ル
、
二
次
元
コ
ー
ド
の
い
ず
れ
か

で
提
出
■
受
付
／
２
月
25
日（
水
）

正
午
ま
で

申
・
問
ス
ポ
ー
ツ
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン

担
当
☎
43
―
７
１
３
４
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

48
―
６
２
６
６

s.com
m
@
city.odate.lg.jp

募
集

大
館
市
奨
学
生

■
対
象
／
保
護
者
が
市
内
に
住
所

を
有
し
、
高
校
・
大
学
・
短
期
大

学
・
専
門
学
校
等
に
令
和
８
年
度

に
入
学
予
定
ま
た
は
在
学
中
の
か

た
■
定
員
／
①
高
校
生
な
ど
10
人

②
大
学
生
な
ど
15
人
③
医
学
生
５

人
※
選
考
あ
り
■
貸
与
額（
月
額
）

／
①
の
か
た
１
万
２
０
０
０
円
②

の
か
た
４
万
円
③
の
か
た
６
万
円

■
貸
与
期
間
／
正
規
の
修
業
年
限

ま
た
は
訓
練
期
間
内
■
返
済
期
間

／
貸
与
期
間
の
倍
の
年
数
以
内

（
最
長
10
年
、
無
利
子
）■
受
付
／

３
月
２
日（
月
）～
31
日（
火
）■
募

集
要
項
配
布
場
所（
３
月
か
ら
）／

学
校
教
育
課
、
市
民
課
、
比
内
・

田
代
総
合
支
所

【
奨
学
金
の（
一
部
）返
還
免
除
】

医
学
生
向
け
奨
学
金
の
貸
与
を
受

け
、
要
件
を
満
た
す
場
合
は
返
済

が
一
部
ま
た
は
全
額
免
除
さ
れ
ま

す
。
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問
学
校
教
育
課
☎
43
―
７
１

１
２業

者
登
録
申
請（
追
加
）を

受
け
付
け
ま
す

　
市
が
行
う
入
札
や
見
積
合
わ
せ

へ
の
参
加
を
希
望
す
る
か
た
は
、

業
者
登
録
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
業
種
／
建
設
工
事
、
測
量
・
建

設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
、
物

品
調
達
、
役
務
提
供
※
市
内
業
者

限
定
■
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期

間
／
受
付
日
の
翌
々
月
の
１
日
か

ら（
令
和
８
年
２
、
３
月
受
付
分

は
令
和
８
年
５
月
１
日
か
ら
）令

和
10
年
３
月
31
日
ま
で
■
申
込
／

メ
ー
ル
ま
た
は
郵
送
※
手
引
き
、

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
■
受
付
／
２
月
２

日
～
11
月
30
日
※
最
終
日
必
着

申
・
問
契
約
検
査
課
契
約
係
☎
43

―
７
０
３
９

keiyaku@
city.odate.lg.jp
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募
集

農
業
委
員・農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
の
募
集

【
農
業
委
員
】

■
活
動
／
農
地
法
等
に
基
づ
く
農

地
の
権
利
移
動
や
転
用
に
関
す
る

許
可
の
審
議
、
農
地
の
利
用
集
積

や
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
ほ
か

■
任
期
／
７
月
20
日
～
令
和
11
年

７
月
19
日
■
定
員
／
19
人

【
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
】

■
活
動
／
農
地
の
利
用
集
積
、
耕

作
放
棄
地
の
発
生
防
止
ほ
か
■
任

期
／
委
嘱
さ
れ
た
日
～
令
和
11
年

７
月
19
日
■
定
員
／
18
人

【
共
通
】

■
対
象
／
農
業
に
関
す
る
識
見
が

あ
り
農
地
利
用
の
最
適
化
に
関
す

る
職
務
を
適
切
に
行
え
る
か
た
■

申
込
／
推
薦
書
類
、
応
募
書
類
を

提
出（
郵
送
可
）※
応
募
書
類
は
農

業
委
員
会
事
務
局
、
比
内
・
田
代

総
合
支
所
地
域
振
興
係
で
配
布
■

受
付
／
２
月
20
日（
金
）～
３
月
23

日（
月
）

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
43
―
７

１
２
９

お
知
ら
せ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限

通
知
書（
更
新
の
お
知
ら
せ
）

が
届
い
た
か
た
へ

　
誕
生
日
の
３
カ
月
前
か
ら
手
続

き
で
き
ま
す
。
市
民
課
で
手
続
き

さ
れ
る
か
た
は
、
前
日
15
時
ま
で

に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
更
新
】

　
更
新
の
お
知
ら
せ
に
同
封
さ
れ

て
い
る
申
請
書
を
使
い
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
・
パ
ソ
コ
ン
・
証
明
写

真
機
か
ら
、
ま
た
は
郵
送
で
の
申

請
が
で
き
ま
す
。
写
真
を
準
備
で

き
な
い
か
た
は
市
民
課
で
サ
ポ
ー

ト
し
て
い
ま
す（
市
民
課
の
み
可
）。

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

　
市
民
課
、
比
内
・
田
代
総
合
支

所
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
暗
証

番
号
の
入
力
が
必
要
で
す
。

申
・
問
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
担
当
☎
43
―
７
０
１
６

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
窓
口

　
申
請
・
受
け
取
り
・
電
子
証
明

書
の
更
新
が
で
き
ま
す
。
オ
ン
ラ

イ
ン
か
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
予
約
枠
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す
。

■
と
き
／
２
月
７
日（
土
）８
時
30

分
～
13
時
■
と
こ
ろ
／
市
役
所
本

庁
舎

申
・
問
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
担
当
☎
43
―
７
０
１
６

高
齢
者
の
家
庭
内
事
故
に
注
意
！

　
家
庭
内
で
け
が
を
し
た
人
は
、

男
女
と
も
に
75
歳
以
上
の
か
た
が

多
く
、
転
倒
・
転
落
が
全
体
の
約

半
数
を
占
め
、
死
亡
事
故
も
発
生

し
て
い
ま
す
。
次
の
対
策
を
し
ま

し
ょ
う
。

●
手
す
り
や
滑
り
止
め
を
設
置
す

る
●
コ
ー
ド
類
を
ま
と
め
る
●
滑

り
に
く
い
ス
リ
ッ
パ
や
安
定
し
た

高
さ
の
ベ
ッ
ド
・
椅
子
を
選
ぶ
●

脚
立
や
は
し
ご
で
作
業
す
る
と
き

は
補
助
者
に
見
守
っ
て
も
ら
う

　
ま
た
、
加
齢
に
伴
う
身
体
能
力

の
衰
え
も
家
庭
内
事
故
の
要
因
の

一
つ
で
あ
る
た
め
、
転
倒
予
防
教

室
な
ど
で
バ
ラ
ン
ス
能
力
や
筋
力

を
養
う
こ
と
が
有
効
で
す
。

　
他
に
も
、
誤
飲
・
誤ご

え
ん嚥

、
窒
息
、

や
け
ど
な
ど
が
多
数
発
生
し
て
い

ま
す
。
洗
剤
や
薬
剤
を
適
切
に
保

管
す
る
、
餅
や
パ
ン
は
小
さ
く
切

り
分
け
る
、
調
理
や
入
浴
の
温
度

管
理
を
徹
底
す
る
な
ど
、
日
頃
か

ら
心
掛
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
大
館
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎

43
―
７
０
４
５

ご
み
の
日
カ
レ
ン
ダ
ー
は

広
報
３
月
号
と
同
時
配
布
し
ま
す

　
４
月
か
ら
来
年
３
月
ま
で
の
ご

み
の
日
カ
レ
ン
ダ
ー
を
、
広
報
お

お
だ
て
３
月
号
と
併
せ
て
配
布
し

ま
す
。

問
環
境
課
環
境
企
画
係
☎
43
―

７
０
４
９

灯
油
購
入
費
緊
急
助
成
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

　
対
象
世
帯
主
に
は
１
月
下
旬
に

通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
。「
お
知

ら
せ
」が
届
い
た
か
た
に
は
、
記

載
の
口
座
に
助
成
額
を
振
り
込
み

ま
す
。「
ご
案
内
」が
届
い
た
か
た

は
、
同
封
の
申
請
書
兼
請
求
書
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。　

　
な
お
、
こ
の
事
業
は
、
国
の
物

価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生

臨
時
交
付
金
を
活
用
し
て
実
施
す

る
も
の
で
す
。

■
対
象
／
令
和
７
年
12
月
１
日
時

点
で
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
か

つ
同
一
世
帯
員
の
中
に
令
和
７
年

度
の
住
民
税
課
税
者
が
い
な
い
世

帯（
非
課
税
世
帯
）の
世
帯
主
※
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
親
族
等

の
扶
養
を
受
け
て
い
る
か
た（
税

法
上
の
扶
養
親
族
）の
み
で
構
成

さ
れ
る
世
帯
は
対
象
外
で
す
■
助

成
額
／
１
世
帯
６
１
０
０
円（
１

回
限
り
）■
振
込
予
定
日
／
２
月

13
日（
金
）、
２
月
24
日（
火
）、
３

月
９
日（
月
）■
申
請
書
兼
請
求
書

の
提
出
期
限
／
３
月
２
日（
月
）※

消
印
有
効

申
・
問
福
祉
課
総
務
係
☎
42
―
８

１
０
０
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居
住
支
援
研
修
会　
空
室
対
策
の

新
提
案
！
死
後
事
務
委
任
契
約
と

施
策
で
広
が
る「
安
心
賃
貸
経
営
」

　

入
居
者
が
亡
く
な
っ
た
時
の

残
置
物
の
処
理
な
ど
支
援
者
や

大
家
さ
ん
の
不
安
解
消
に
向
け

た
研
修
会
で
す
。
■
対
象
／
市

内
に
賃
貸
住
宅
を
所
有
し
て
い

る
大
家
の
か
た
、
居
住
支
援
に

興
味
の
あ
る
か
た
■
と
き
／
２

月
19
日（
木
）14
時
～
16
時
■

と
こ
ろ
／
中
央
公
民
館
■
講
師

／（
公
社
）全
国
賃
貸
住
宅
経

営
者
協
会
連
合
会　

宮
城
事
務

局　

本
田
勝
祥
氏
ほ
か
■
定
員

／
１
５
０
人
■
申
込
／
電
話
ま

た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
■
受
付
／
２
月
２

日（
月
）か
ら

申
・
問
福
祉
課
福
祉
相
談
係
☎
43

―
７
０
１
７
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
42
―
８
５

３
２み

な
さ
ん
の
善
意

【
福
祉
課
扱
い
】

秋
田
バ
バ
と
仲
間
っ
こ
の
会

現
金�

１
万
５
５
０
０
円

大館能代空港長　月
る

花
か
・煉

れん
翠
すい

大館エアポートライナー
乗降場所に「いとく大館ショッピングセンター」
と「ニプロハチ公ドーム」が追加されました。冬
期間は、駐車後の積雪の心配が不要で予約が簡
単・便利な「大館エアポートライナー」をご利用
ください。
※市役所など乗降場所施設の駐車場に自家用車

を駐車したままにはできません。
 ◀詳細・ご予約はこちらから
 　ご確認ください

	所有者の変更などはありませんか
	 軽自動車の異動は早めに届け出を
	 問 税務課諸税係☎43－7032
　軽自動車税(種別割)は、毎年４月１日現在の所有者に課税されます。軽自動車などの異動があっ
たときは、早めに車種ごとの窓口へ届け出をお願いします。また、届け出を代行してもらった場合
は、廃車届け済み証明や標識交付証明書を確認しましょう。

●原動機付自転車（125CC以下）・小型特殊（農耕車ほか）
【窓口】税務課諸税係、比内総合支所市民生活係、田代総合支所市民生活係
【届け出に必要なもの】（①～⑤共通　窓口に来るかたの本人確認書類）
①新規購入⇒・販売証明書または車台番号等が確認
できる資料(写真や石刷りなど)
・譲渡（販売）証明書（新基準原付の場合※詳しくは

お問い合わせください）
②廃車処分⇒・ナンバープレート
・解体証明書または受領書、領収書
(車台番号の記載があるもの)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

③他市からの転入⇒・廃車証明書

④名義変更⇒・車台番号等が確認できる資料
(写真や石刷りなど)

⑤市外のかたへの譲渡⇒・譲渡証明書

●ミニカー・特定小型原付
	 【窓口】	税務課諸税係☎43－7032
●三輪・四輪	【窓口】	大館北秋田自動車協会（観音堂）☎43－2281
●二輪車・二輪小型自動車
	 【窓口】	秋田運輸支局（秋田市）☎050－5540－2012
		  ※大館北秋田自動車協会への代行依頼も可能 

必要なものは各窓口へお問
い合わせください。

東京(羽田空港)便の
時刻表（2/1 ～ 28）

東京 大館 
能代 東京

8：55
→10：05

10：45
→12：00

12：40
→13：50

14：30
→15：45

16：40
→17：55

18：35
→19：55

大館能代空港ニュース
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保 健
健 康
健康課

(保健センター内)
  ☎ 42－9055
FAX42－9054

「
健
康
ポ
イ
ン
ト
」の
対
象

事
業
に
は
、上
の
マ
ー
ク

が
付
い
て
い
ま
す
。

乳
が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン

　
対
象
者
に
は
昨
年
５
月
に
乳
が

ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
ク
ー
ポ
ン
券
の
有

効
期
限
は
、
２
月
28
日（
土
）で
す
。

　

詳
し
く
は
、
ク
ー
ポ
ン
券
に

同
封
さ
れ
た
お
知
ら
せ
を
ご
覧

に
な
り
、
早
め
に
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

■
対
象
／
昭
和
59
年
４
月
２
日
～

昭
和
60
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

か
た

30P

特
定
健
康
診
査

／
後
期
高
齢
者

の
健
康
診
査

　
今
年
度
の
実
施
期
間
は
、
２
月

	４月１日（水）以降入居分
	市営住宅などの入居者を募集します
	 申・問 建築住宅課住宅管理係☎43－7145

	宝くじ助成事業により
	コミュニティ備品を購入しました
	問 企画調整課企画調整係☎43－7027

　一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財
源にコミュニティ活動の活性化を支援しています。
　今年度、この事業を活用して、茂内屋敷部落会がエアコン１台（本体、室外機等を含む）と除雪機１台
を整備しました。

①市営住宅（住宅に困っているかた向け）
　新町住宅（1LDK）	 １戸	 15,700 ～ 30,900円
　中町住宅（1LDK）	 １戸	 15,900 ～ 31,200円
　向町住宅（1LDK）	 １戸	 15,200 ～ 30,000円
★大森野住宅①（2LDK）	２戸	 17,700 ～ 34,800円
　大森野住宅②（1DK）	 １戸	 12,500 ～ 24,500円
★大谷地住宅（3LDK）	１戸	 20,600 ～ 40,500円
★は２人以上の世帯向けの住宅です。また、家賃

は所得により変わります。

②定住化促進住宅  
　第２早口住宅（２LDK）	２戸　34,000円

③特定公共賃貸住宅  （中堅所得者向け）
　大谷地特定公共賃貸住宅（3LDK）１戸	 53,000円

敷金  家賃３カ月分

対 象 	①～③それぞれ次の要件を満たすかた
①住宅に困っていて市区町村民税を滞納していな

いかた（所得・年齢制限あり）
②市区町村民税を滞納していないかた（２人以上

の世帯、40歳未満の世帯を優先）
③自ら居住するための住宅を必要としていて市区

町村民税を滞納していないかた
※申込者・同居する親族が暴力団員でないこと
※連帯保証人が２人必要です
※申込書等の提出が必要です。申込書は窓口で配

布しています
※申し込み後に書類審査があります
※申し込みが募集戸数を超えた場合、抽選を行い

ます
受 付 	２月２日～ 10日（火）※土日祝日を除く
窓 口 	建築住宅課住宅管理係、市民課生活相談係、
　　　田代総合支所地域振興係
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28
日（
土
）ま
で
で
す
。

　
対
象
者
に
は
昨
年
６
月
ま
で
に

｢

受
診
券｣
を
郵
送
し
ま
し
た
の
で
、

ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
か
た
は
忘

れ
ず
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

　

受
診
券
を
な
く
し
た
か
た
は

健
康
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
対
象
／【
特
定
健
康
診
査
】市

の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
40
歳
以
上
の
か
た【
後
期
高

齢
者
の
健
康
診
査
】後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
か

た
■
内
容
／
問
診
、
診
察
、
血

圧
測
定
、
身
体
計
測
、
尿
検
査
、

血
液
検
査
■
実
施
医
療
機
関
／

受
診
券
同
封
の
お
知
ら
せ
、
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

健
康
ポ
イ
ン
ト
を
た
め
て

１
０
０
０
円
分
の

商
品
券
と
交
換
し
よ
う

　
職
場
の
健
康
診
断
や
胸
部
レ
ン

ト
ゲ
ン
、
各
種
が
ん
検
診
で
も
健

康
ポ
イ
ン
ト
を
獲
得
で
き
ま
す
。

健
診
結
果
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
と
き
／
２
月
16
日（
月
）17
時
～

19
時
※
４
月
30
日（
木
）ま
で
の
平

日（
９
時
～
12
時
、
13
時
～
16
時
）

も
受
け
付
け
ま
す
■
と
こ
ろ
／
保

健
セ
ン
タ
ー
■
持
ち
物
／
ポ
イ
ン

ト
カ
ー
ド
、
ス
タ
ン
プ
の
押
印
が

な
い
場
合
は
健
診
結
果
票
や
ポ
イ

ン
ト
証
明
書
、
本
人
確
認
書（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
等
）

Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
は

子
宮
頸
が
ん
を

約
90
％
予
防
で
き
ま
す

　
Ｈ
Ｐ
Ｖ
ワ
ク
チ
ン
は
約
10
万
円

の
ワ
ク
チ
ン
で
す
が
、
小
学
６
年

生
か
ら
高
校
１
年
生
の
女
性
は
無

料
で
受
け
ら
れ
ま
す
。
無
料
で
受

け
ら
れ
る
期
間
で
の
接
種
を
お
勧

め
し
ま
す
。

　

キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種（
平
成

９
年
４
月
２
日
～
平
成
21
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
女
性
の
う
ち
、
令

和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
７
年
３

月
31
日
に
１
回
以
上
受
け
た
か
た

で
、
接
種
完
了
し
て
い
な
い
か

た
）と
平
成
21
年
４
月
２
日
～
平

成
22
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
か
た

は
、
令
和
８
年
３
月
末
で
無
料
接

種
期
間
が
終
了
し
ま
す
。

市の教室・講座　★持ち物など、詳しくはお問い合わせください

受付の表記 → 開始：受付開始日　締切：受付締切日　期間：受付期間
教室・講座名 とき・ところ 申込・問合せ先 内　容 定員 受付

大館学び大学
韓国語講座　名所
と料理・交流会

2/14（土）
10時30分
中央公民館

中央公民館
☎42－4369

韓国語講座最終回。韓国の名所と料理を学
び、最後に楽しい交流会を開催します。
講師高橋理那氏

20人
（先着） 受付中

シニア人財雇用
働くを応援！
就職相談会

2/19（木）
13時30分
プラザ杉の子

大館市地域雇
用活性化推進
協議会 おおむね55歳以上で就職希望のかたは、

どなたでも無料で参加できます。参加事業
所は10社程度です。当日参加もできます。

30人 受付中

フレイル
チェック  
測定会

2/13（金）
受付10時～11時
中央公民館
※会場が変更にな
りました

保険課
医療給付係
☎43－7046

体成分分析装置での測定等を行い、管理栄
養士等がアドバイスします。はだしになれる
服装でお越しください。

なし なし

創作講座
「編んでくるーむ」
に挑戦しましょう！

２/25（水）
13時30分
総合福祉センター 大館市地域

活動支援セン
ター
 ☎ 49－0104
FAX59－7288
※講座内容に
ついて、詳し
くはお問い合
わせください。

対象18歳以上で身体・知的・精神障害、
難病のある在宅の市民
持ち物エプロン、三角巾、手ふきタオル
参加費500円

15人
期間
2/5
～17

料理教室
３月の水曜

（３回開催予定）
10時15分
総合福祉センター

対象18歳以上で身体・知的・精神障害、
難病のある在宅の市民
持ち物エプロン、三角巾、手ふきタオル
参加費500円以内

各４人
期間
2/5
～17

大館市地域活動
支援センター
土曜日開所

3/7（土）
10時～16時
総合福祉センター

ゆっくりくつろげるスペースや、読書・イン
ターネットコーナーもあります。平日利用
できないかたも、お気軽にお越しください。
対象18歳以上で身体・知的・精神障害、
難病のある在宅の市民

なし なし







お
お
だ
て
通
信

み
ん
な
の
掲
示
板

暮
ら
し
ナ
ビ

せいろサウナ　ぽかぽかや
著者：たにむら　のりあき　出版社：福音館書店
ゆげがもくもくでてきたら、「ぽかぽかや」開店！さいしょ
のお客さんは肉まんさん。おなかのなかまであたたまる
ぞー！と意気込んでいると、おやおや、少しふっくらした
様子。やがて、「点心友だち」がやってきたサウナはぎゅう
ぎゅうに。いったいどうなってしまうのでしょう。読ん
でいると食欲がわいてきて、子どもだけではなく、料理好
きやサウナ好きの大人など、ご家族みんなで楽しめる作品
です。

著者：標野　凪　出版社：幻冬舎
「新たな一歩を踏み出すために。大切な何かを取り戻すた
めに。思い出の品、お預かりします」。丘の上にある古い
レンガ造りの建物「別れの博物館」には、さまざまな思いを
抱えた人々が預けた思い出の品々が収蔵されている。そん
な収蔵品たちはここに至るまでの話を静かに語り始める。
館長のカケスは、きょうも収蔵品の静かな「独り言」に耳を
傾ける。

独り言の多い博物館

栗盛記念図書館☎42－2525
　lib.odate@aqua.ocn.ne.jp
　平日：９時30分～19時　
　土日祝日：９時30分～17時
　休館日：月曜（祝日の場合も休館）

今
月
の
新
着
図
書

◆一般書
学校図書館新米司書フントー記（須藤みか）、お悩み相談そんなこともアラーナ（ヨシタケシンスケ）、豊臣家の
包丁人（木下昌輝）、犯人と二人きり（高野和明）、謎屋珈琲店（峰月響介）
◆児童書
ぼくはうんのいいねこ（池田あきこ）、そらのにじいろ（荒木健太郎）、自分を好きなきみが好き（あやせりんて）、
ミッフィーとはじめてのアート（ディックブルーナ）、まこちゃんとコトバロボ（村上しいこ）

２月18日（水）13時と　き
栗盛記念図書館ところ
原　潔 氏（社会福祉士）講　師

図書館でホッとタイム

　「初期の認知症のおはなし」と題して
講話会を開催します。

コチラから
蔵書の検索や
予約ができます

▶
▶
▶

EVENT PICKUPPICKUP
おおだて博物館講座
大館のニホンザリガニと
生息地を守る取り組み

鳥 潟 会 館
おひなさま展＆おひなさま茶会

司書が
選ぶ

申・問 大館郷土博物館☎43－7133 申・問 大館郷土博物館☎43－7133
　大館市にはニホンザリガニの南限生息地が
あり、92年前に天然記念物に指定されました。
本講座では、絶滅が危惧されている大館のニ
ホンザリガニの状況や歴史、保全の取り組み
を紹介し、今後のあり方を考えます。併せて、
イバラトミヨなど県内の希少種保全について
も紹介します。

　県指定有形文化財「鳥潟会館（旧鳥潟家住宅）」
で、ゆっくりとおひなさまを鑑賞してください。
おひなさま茶会では呈茶のサービスがあります。

２月21日（土）13時30分～16時
北地区コミュニティセンター
国際ザリガニ学会アジア支部会会長
川井唯史 氏、
大館鳳鳴高校生物部、
男鹿水族館ＧＡＯほか
30人（先着）
電話または二次元コード
から申し込み

と　き
ところ
講　師

定　員
申　込

【おひなさま展】２月21日（土）から
３月８日（日）までの９時～16時
【おひなさま茶会】３月１日（日）10時
～14時
【おひなさま茶会】各回15名（予約制）
①10時　②10時30分　③11時
④11時30分　⑤正午　⑥12時30分
⑦13時　⑧13時30分
①～⑧から時間を選び電話または二次
元コードから申し込み
２月５日（木）から
２月21日（土）まで
（定員になり次第締め切り）

と　き

定　員

申　込

受　付

た だ し



人のうごき 交通事故の発生件数（R７.12）

問 大館警察署☎42－4111

発生件数：５件 (－２)
　死者数：０人 (±０)
負傷者数：６人 (－２)

発生件数：０件 (－３)

問 消防本部☎43－4151

人口：64,162人 (－1,330)
男性：30,349人 (－623)
女性：33,815人 (－705)
世帯：30,939世帯 (－192)

火災の発生件数（R７.12）

市の情報（令和８年１月１日時点）

※いずれも、(　)内の数字は前年同月比

秋田犬の里
大館市観光案内所

大館中央交番

41

高速バス臨時バス停（盛岡方面乗車）高速バス臨時バス停（降車）

（会場行き降車）

（大館駅方面乗車）

栄町（会場行き降車）

ローソン

長倉町 長倉町

新町

新町

風呂屋町

常盤木町

常盤木町

・

・ローソン田町球場前
栄町（大館駅方面乗車）栄町（大館駅方面乗車）

大館駅

両日、図のとおり交通規制を行いますので
会場周辺は大変混雑します。
緊急車両の通行が妨げられたり、事故の
発生が懸念されますので、お車でお越し
のかたは駐車場を事前に確認するなど、
渋滞抑止にご協力をお願いします。

至鹿角

至秋田

至秋田
末広町

末広町

※イベントスケジュールについては変更の可能性がありますのでご了承ください

※２月14日（土）午前、大町ハチ公パーキングの利用は出来ません。

大館アメッコ市 交通規制案内図
とき/２月14日（土）午前８時から15日（日）午後５時まで　ところ/おおまちハチ公通り

問大館アメッコ市実行委員会　
 （

  ９：００～
  ９：００～  ９：３０
  ９：３０～１０：００
１０：００～１０：３０
１０：３０～１１：００
１１：００～１１：２０
１１：２０～１１：５０
１１：５０～１２：５０
１２：５０～１３：２０
１３：２０～１３：５０
１３：５０～１４：２０
１４：２０～１４：５０

時　間 イベント内容 場　所
飴細工実演販売
からみアメ・サービス（１回目）
白ひげ大神巡行（１回目）
よさこい演舞
コウライザーショー
郷土芸能　獅子舞
秋田犬パレード（１回のみ）
大館曲げわっぱ太鼓演奏
からみアメ・サービス（２回目）
餅つき大会（振る舞い）
白ひげ大神巡行（２回目）
大館能代空港PRイベント（餅まき）

新町神殿近く
食品デパート脇
おおまちハチ公通り
特設ステージ前
特設ステージ
特設ステージ
おおまちハチ公通り
特設ステージ
食品デパート脇
特設ステージ前
おおまちハチ公通り
特設ステージ

２月15日（日）
飴細工実演販売
安全祈願祭
白ひげ大神巡行（１回目）
からみアメ・サービス（１回目）
秋田犬パレード（１回目）
ジョイフル・シンガーズ
ダックスムーン
からみアメ・サービス（２回目）
秋田犬パレード（２回目）
餅つき大会（振る舞い）
白ひげ大神巡行（２回目）
大館能代空港PRイベント（餅まき）
からみアメ・サービス（３回目）

１０：００～
１０：００～１０：３０
１０：３０～１１：００
１１：００～１１：３０
１１：３０～１２：００ 
１２：００～１２：３０
１２：４５～１３：３０
１３：３０～１４：００
１４：００～１４：３０
１４：３０～１５：００
１５：００～１５：３０
１５：３０～１６：００
１６：００～１６：３０

新町神殿近く
新町神殿前
おおまちハチ公通り
食品デパート脇
おおまちハチ公通り
特設ステージ
特設ステージ
食品デパート脇
おおまちハチ公通り
特設ステージ前
おおまちハチ公通り
特設ステージ
食品デパート脇

時　間 イベント内容 場　所
２月14日（土）
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